　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日
福知山市長　大橋　一夫　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　集落協定名　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名　　　　　　　　　　　　　
中山間地域等直接支払交付事業　集落協定変更届出書
　標記の件について、下記のとおり変更したいので届け出ます。
記

１　集落協定の変更が　　　　　あり　・　なし
· どちらかを○で囲い、提出してください。

変更なしの場合も提出してください。
２　変更内容
	農用地の所在地
	地目
	面積
	耕作者

	福知山市　　　　　　　　〇　〇　　　　　　　　　番地
	　田
	〇〇m2
	〇〇〇　

	福知山市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番地
	　
	m2
	　

	福知山市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番地
	　
	m2
	　

	福知山市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番地
	　
	m2
	　

	福知山市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番地
	　
	m2
	　


 (1) 協定農用地の追加（記入欄が不足したときは別紙で作成してください。）
　
(2) 用地買収、農業用倉庫建設等による面積減少
	農用地の所在地
	変更理由
	変更前面積
	変更後面積

	福知山市　　○○○
	用地買収のため。
	㎡
	m2

	福知山市
	
	㎡
	m2

	福知山市
	
	㎡
	m2

	福知山市
	
	㎡
	m2


(3) 田⇔畑(果樹の植え付け、畦畔の喪失等)による地目の変更（交付単価の変更）
	農用地の所在地
	変更理由
	面積

	福知山市　　〇〇〇　　　　　　　　　　　　　　　　番地
	　果樹の植え付け
	〇〇m2

	福知山市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番地
	　
	m2

	福知山市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番地
	　
	m2

	福知山市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番地
	　
	m2


(4) 農地の管理者の変更　※協定農用地リストにご記入ください。
 (5) 協定対象施設の管理者の変更
	区分
	施設
	管理作業者
	管理方法等
	管理作業の代表者

	用水路
	○○（場所）
	協定参加者
	点検、
草刈り
	○○〇〇
（管理の代表者)

	排水路
	
	
	
	

	道路
	
	
	
	


(6) 協定参加者の追加、変更

	住所（所在地）
	氏名
	参加者区分
	参加者年齢
	協定同意印
(参加者の印)
	変更内容

	福知山市〇〇〇〇
	〇〇
	農業者・非農業者
	60代
	 eq \o\ac(○,印)
	追加・継承・脱退

その他(        )

	福知山市〇〇〇〇
	〇〇
	農業者・非農業者
	60代
	 eq \o\ac(○,印)
	追加・継承・脱退

その他(        )

	
	
	農業者・非農業者
	
	
	追加・継承・脱退

その他(        )

	
	
	農業者・非農業者
	
	
	追加・継承・脱退

その他(        )


（7）役員変更
	役職名
	氏名
	住所
	電話番号

	代表者
	〇〇
	福知山市〇〇〇〇
	自宅：○○○○
携帯：○○○○

	書記担当
	
	
	

	会計担当
	
	
	

	共同機械担当
	
	
	

	土地改良施設担当
	
	
	

	法面点検担当
	
	
	


(8) 加算措置の追加
　　　①加算措置の追加　あり　・　なし （　　　スマート農業加算　 　　　）
(9) 集落マスタープランの変更　あり　・　なし
(10) 農業生産活動等として取り組むべき事項の変更
　　　①農用地に関する事項の変更　　　　　あり　・　なし
　　　②水路・農道等の管理方法の変更　　　あり　・　なし

　　　③多面的機能を増進する活動の変更　　あり　・　なし
(11) 交付単価（8割→10割/10割→8割）及び活動項目等（ネットワーク化活動計画）の
変更
1 交付単価の変更　　　　あり　・　なし (    ８割→10割             )

2 取組項目等の変更　　　あり　・　なし (体制整備のために行おうとする取組)
（ネットワーク化活動計画）
(12) 中核的リーダーの変更　
1 農業所得超過者のいない協定　あり　・　なし　（　○○○○　解任　　　）
2 農業所得超過者のいる協定　　あり　・　なし　（　　　　　　　　　　　　）
※変更内容によっては、別途提出していただく書類がございます。
　  別途提出の書類については提出いただいた変更届を確認後、後日ご案内します。
記入例





対策期間中の５年間は活動を維持・継続していただく交付金です。


そのため面積を減少できるかどうか確認が必要です。集落で話し合い、面積の減少を検討されているところがございましたら、市にご相談ください。


※現況が農地のままでも用地買収された時点で面積を減らす必要があります。









